
サン・アルプス大町 料金表 

 

（１）会議室等使用料・冷暖房使用料 

 

【備考】 

 １．冷暖房の使用時間が１時間未満の場合は、１時間として計算します。 

２．ストーブによる暖房は、空調設備が故障した場合等の緊急時のみ使用できます。 

 

 

（２）機器使用料 

 

 

 【備考】 

   １．大会議室照明機器は、天井据え付けの照明のほかに別途照明機器を設置することを指します。 

 

使用区分 1時間当たり 冷暖房料（1H） ストーブによる暖房（1H） 

研修室 510 420 100 

中会議室 420 420 100 

小会議室 200 100 100 

和室研修室 180 200 100 

大会議室 1,400 1,060 100 

大会議室控室  170 100 100 

使用区分 使用単位 金額 

大会議室放送機器一式 日額 1,100 

大会議室照明機器一式 日額 1,100 

ピアノ（大型） 日額 1,100 

ピアノ（縦型） 日額 540 

録画再生機 1台 600 


